
 
 

 
 
 
 
 

2011 年 5 月 19 日 

 

TOKYO AIM、沖縄県に対し金融特区に関する提案書を提出 

～ 沖縄県をアジアの金融センターへ ～ 
 
株式会社 TOKYO AIM 取引所（本社:東京都中央区、代表取締役社長:村木徹太郎、以下、

「TOKYO AIM」）は本日、沖縄県に対し、沖縄金融特区（金融業務特別地区）に関する提案書を

提出しました。 
 
TOKYO AIM は昨年 9 月に財団法人沖縄県産業振興公社と相互協力に関する合意文書を締結

し、沖縄県及び TOKYO AIM のさらなる発展に向けた方策を検討してきました。今回の提案は、

そうした検討を踏まえ、制度上の種々の特例を設けることによって、沖縄をアジアの金融センター

に発展させることを目指したものです。（詳細は別添資料「沖縄金融特区に関するご提案」を参

照） 
 
TOKYO AIM 代表取締役社長の村木徹太郎は次のように述べています。「地理的条件、気候風

土、整備されたインフラなどの点で、沖縄は新しいアジアの金融拠点としての高い可能性を持って

います。日本全体の経済力、金融資産、さらにアジア経済の急成長を背景に、この可能性を実現

させることは、東京一極集中是正の動きとも相まって、日本経済の再生・発展にとって重要な一歩

になると考えます。本年、金融特区制度を含む沖縄振興特別措置法の改正に向けた議論が行わ

れる中で今回の提案が今後の検討の一助となることを期待しています」。 
 

＃＃＃ 

 

【本件に関するお問合せ先】 
クレアブ･ギャビン･アンダーソン 03-5404-0640 （大倉、高川） 
 
 
 
株式会社TOKYO AIM取引所について 

株式会社 TOKYO AIM 取引所は株式会社東京証券取引所グループ（51%）とロンドン証券取引所

（49%）の共同出資によって 2009 年に創設された。株式会社 TOKYO AIM 取引所が運営するプロ向

け株式市場「TOKYO AIM」は、2008 年の金融商品取引法改正により導入された「プロ向け市場制度」

に基づき、ロンドン証券取引所が運営するロンドン AIM の制度をモデルとした新たな制度的枠組みを

採用、 日本およびアジアの企業に新たな資金調達の場を提供している。なお、同取引所はプロ向け

債券市場「TOKYOPRO-BOND Market」の創設も予定している。株式会社 TOKYO AIM 取引所ウェ

ブサイト http://www.tokyo-aim.com 

http://www.tokyo-aim.com/�
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Real ideas. Real success. 沖縄をアジアの金融センターへ

沖縄をアジアの金融センターへ

沖縄は、以下の点から、新しいアジアの
金融センターとなる高い可能性を持って
います。

地理的条件・ 地理的条件
・ 気候風土
・ インフラ
・ 金融特区の基盤金融特区の基盤
・ 日本全体の経済力・金融資産
・ 東京一極集中の是正の動き
・ アジア経済の急成長

TOKYO AIMは、この動きを加速、実現さ

せるための大胆な金融特区構想をご提
案します。案します。
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Real ideas. Real success. ご提案のポイント

 金融特区を制度的に大幅に拡充し、新たな税制および金融商品取

特例を導 す引法上の特例を導入する。

 上記導入を前提に、TOKYO AIM取引所が金融特区内に移転し、投

資家、内外の企業、金融業者を呼び込む。

 財政資金は不要である。制度上の工夫で民間資金を呼び込み、沖

縄経済、日本経済の強化に貢献する。
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Real ideas. Real success. 沖縄金融特区における制度特例（ご提案）①

金融特区市場における譲渡益非課税化と金融特区市場 の個人投資家の参加実現

沖縄金融特区
J-Nomad

金融特区市場における譲渡益非課税化と金融特区市場への個人投資家の参加実現

法人投資家
設立

国内外の企業・
ファンド

上場サポート

上場

「金融特区市場」

子会社
売買

証券会社
金融特区
支店口座

個人投資家
口座開設売買

ファンド

「金融特区口座」

対象有価証券： 金融特区に設立された特定取引所金融商品市場「金融特区市場」への上場有価証券
（日本国内の他の取引所金融商品市場への重複上場有価証券は除く）

沖縄金融特区における税制上の特例（ご提案）

「金融特区口座」

特例の対象者： ①金融特区に設立された法人
②金融特区で管理されている証券口座（金融特区口座）を通じて売買を行う個人

課税の特例の内容：
法人 – 金融特区市場で買い付けた有価証券の売却に伴う譲渡益は非課税法人 – 金融特区市場で買い付けた有価証券の売却に伴う譲渡益は非課税
個人 – 金融特区市場で買い付けた有価証券の売却に伴う譲渡益は非課税 （ただし、金融特区口座と他の所得・損益は通算されない。）

沖縄金融特区における金融商品取引法令の特例（ご提案）

Copyright (c) 2011 TOKYO AIM, Inc. All rights reserved. 3

個人投資家で金融特区口座を開設したものは、その口座を通じて取引を行う場合に限り、金融特区市場に上場されている有価証券の売買を行うこと
ができる。



Real ideas. Real success.

前頁の特例制度に加えて ベンチャ 企業 の投資を促進させるための制度

沖縄金融特区における制度特例（ご提案）②

前頁の特例制度に加えて、ベンチャー企業への投資を促進させるための制度

沖縄金融特区
J-Nomad

証券会社
金融特区 個人投資家

口座開設

新株取得 & 2年以上の保有

国内外の企業・
ファンド

上場サポート

上場

「金融特区市場」

日本の

支店口座
個人投資家ファンド

「金融特区口座」

ベンチャー
企業

沖縄金融特区におけるベンチャー企業向けの税制上の特例（ご提案）

前頁の特例に加え、日本のベンチャー企業については、以下の税制上の特例を認める。

対象有価証券： ベンチャー企業要件を満たした企業の発行する有価証券、かつ、金融特区に設立された特定取引所金融商品市場への上場有価証券

ベンチャー企業要件： 設立10年未満の中小企業者であり、大規模法人の子会社でないこと など

特例の対象者： 上場時または上場後の新株発行による株式の取得者であること など特例の対象者： 上場時または上場後の新株発行による株式の取得者であること など

課税の特例の内容： 2年の株式保有期間末に、投資額を課税所得から控除
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Real ideas. Real success. 沖縄金融特区における制度特例導入の効果

税制および金商法上の特例

TOKYO AIMの 特区への進出

• 内外の有力企業、ファンドの誘致

• ベンチャーキャピタルや投資ファンドを含む プロ投

投資家 上場企業

• 日本の優良ベンチャー企業の発掘 • 特区に集積した内外の幅広い投資家へのアクセスす
る機会の獲得

• 柔軟かつスピーディーな上場の実現

• ベンチャーキャピタルや投資ファンドを含む、プロ投
資家の投資増進

• 特区外では参加できない個人投資家の呼び込み（流
動性の拡大）

沖縄金融特区

• 取引所、証券会社、内外企業等の誘致により、沖
縄を舞台にしたダイナミックな資金の流れを創出

沖縄金融特区

証券会社

弁護士事務所

• ベンチャー企業の誘致、新産業や雇用の創出コンサル会社

会計事務所

資産管理会社

・ 金融特区を通じて、これまで実現できなかった日本のベンチャー企業への資金供給を実現
成長著しいアジアの企業や資金を取り込むとともに ファンド等への新たな投資機会を創出

日本経済の再生・発展へ
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・ 成長著しいアジアの企業や資金を取り込むとともに、ファンド等への新たな投資機会を創出



Real ideas. Real success. 【参考】 香港・シンガポール・日本の証券税制

香港 シンガポール 日本

キ ピタ ゲイ 非課税

法人投資家の税制

キャピタルゲイン 非課税
（投機目的の場合は除く）

非課税
（繰り返し発生する性質の

ものは除く）

法人税率 約40%

配当金 非課税 実質的に非課税 法人税率 約40%

個人投資家の税制

香港 シンガポール 日本香港 シンガポ ル 日本

キャピタルゲイン
非課税 非課税

上場株式 10%
非上場株式 20%

配当金 上場株式 10%
非上場株式

非課税 実質的に非課税
非上場株式

累進税率
15‐50%

ベ 投資支援税制ベンチャー投資支援税制

香港 シンガポール 日本

個人投資家に対する税制
なし

Angel Investors Tax 
エンジェル税制
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なし
Deduction税制

エンジェル税制




